
告
　
　
示

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

一

公
　
　
告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
の
報
告

二

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
施
設
に
つ
い
て
の
名

称
の
変
更
が
あ
っ
た
旨
の
報
告

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
の
報

告

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
長
土
指
道
　
第
九
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
六
年
九
月
十
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
池
戸
字
中
城
二
一
八
六
―
四
、
二
一
八
七
―
一
及
び
同
地

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日

（
第
九
一
六
九
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 75 号

平成 16 年

9 月21日（火曜日）

一

先
水
路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
六
一
・
四
七
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
七
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

綾
歌
郡
国
分
寺
町
福
家
字
中
福
家
甲
三
一
七
八
―
一
、
三
一
七
九
―
一
及
び
三
一
七
九
―
五

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
上
天
神
町
七
九
一
―
一

東
京
ハ
ウ
ス
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
鏡
山
　
悦
子

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
八
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

綾
歌
郡
国
分
寺
町
福
家
字
中
福
家
甲
三
一
七
八
―
一
、
三
一
七
九
―
一
及
び
三
一
七
九
―
五

二
　
工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１
　
道
路

道
路
（
有
効
幅
員
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
二
五
・
八
一
メ
ー
ト
ル
）

綾
歌
郡
国
分
寺
町
福
家
字
中
福
家
甲
三
一
七
九
―
一
の
一
部
及
び
三
一
七
九
―
五
の
一
部

公

告

告

示



平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日

（
第
九
一
六
九
号
）

二

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
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仁
尾
町
福
祉
会
館
　
　
仁
尾
町
総
合
福
祉
会
　
三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
辛
三
四
番
地
三

館

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
九
月
二

日
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
池
田
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
在
　
　
　
地
　
　
　
　
　
　
　

池
田
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
二
一
二
四
番
地

道
路
（
有
効
幅
員
四
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
五
・
四
二
メ
ー
ト
ル
）

綾
歌
郡
国
分
寺
町
福
家
字
中
福
家
甲
三
一
七
九
―
一
の
一
部

２
　
排
水
施
設

排
水
管
（
直
径
二
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
三
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

綾
歌
郡
国
分
寺
町
福
家
字
中
福
家
甲
三
一
七
九
―
一
の
一
部

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
上
天
神
町
七
九
一
―
一

東
京
ハ
ウ
ス
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
鏡
山
　
悦
子

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
八
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
平
成
十
六
年
九
月
二
日
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨
仁

尾
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
在
　
　
　
地

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
丁
二
九
六
番
地
一
、
丁
三

仁
尾
町
総
合
文
化
会
館

一
七
番
地

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
九
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
の
変
更
が

あ
っ
た
旨
仁
尾
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

新
　
　
　
　
　
　

旧

選
挙
管
理
委
員
会
告
示


